
奈良工業高等専門学校将来計画委員会規程 

 

平成１６年４月１日制定 

平成２９年３月９日改正 

（設置） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）奈良工業高等専門

学校（以下「本校」という。）に，本校の将来の在り方や中期計画・年度計画等に関す

る事項を審議するため，将来計画委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 委員会は，機構が定めた中期計画・年度計画に沿った本校の中期計画・年度計画

の設定や，本校の将来の在り方を審議し，その結果を教職員・学生等に正しく認識させ

ることを目的とする。 

（審議事項） 

第３条 委員会は，次の事項について審議する。 

 一 本校の将来の在り方に関すること 

 二 本校の中期計画に関すること 

 三 本校の年度計画に関すること 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 奈良工業高等専門学校運営会議規程（平成１７年４月１日制定）第３条各号に掲げ

る者 

 二 総務課長及び学生課長 

（委員長及び委員長補佐） 

第５条 委員会に委員長及び委員長補佐を置く。 

２ 委員長は，校長をもって充てる。 

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

４ 委員長補佐は，委員の中から校長が指名する。 

５ 委員長補佐は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代行する。 

（小委員会） 

第６条 委員会の下に，将来計画小委員会（以下「小委員会」という。）を置く。 

２ 小委員会は，本校の中期計画・年度計画に組み入れる具体的事項について検討し，そ

の内容を委員会に報告する。 

３ 小委員会に委員長を置き，委員会委員長補佐をもって充てる。 

４ 小委員会の委員は，専任教員の中から校長が任命する。 

５ 小委員会の任期は１年とし，再任を妨げない。 

（専門部会） 



第７条 委員会は，特別の事項について調査・検討するため，専門部会を設置することが

できる。 

（事務） 

第８条 委員会に関する事務は，総務課で行う。 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の議事の運営その他の必要な事項は委員会

が定める。 

 

   附 則 

  この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規程は，平成１９年１２月２１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 


